
 ※届出書への押印義務付け廃⽌(R3.4.1〜)

   

 ※受理通知を廃⽌(R3.4.1〜)

 

景観法第16条に係る届出事務の流れ

届出者

届出書（正、副２部）提出

届出者

良好な景観の形成に支障を及ぼ

すおそれがないと認めるとき
実施制限期間の短縮通知

市町村

県⺠局
（形式審査）

県⺠局
（内容審査） 追加書類等

※参考送付

届出書(副)
※参考送付


